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(57)【要約】
【課題】起動から検出器が安定状態になるまでの無駄な
待機時間を短縮するとともに、検出器が不安定である状
態での無駄なデータ収集を防止する。
【解決手段】起動時には検出器３でノイズが多く発生す
るためプリアンプ４で生成される階段状の電圧パルス信
号の傾斜は急でリセットパルスＲＳＴの時間間隔ｔは狭
いが、検出器３が安定状態になってノイズが減ると時間
間隔ｔは広がる。そこで、リセットパルスＲＳＴの発生
の間隔をパルス間隔測定部１１により計測し、判定部１
２はその計測された時間間隔ｔが所定の閾値ｔ１を超え
たならば表示部１３に指示を与え、分析可能状態になっ
たことを知らせる表示を行う。これにより、無駄な待機
時間がなくなり、確実に検出器が安定状態となった後に
分析を実行することができる。
【選択図】図１



(2) JP 2010-8176 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を検出する半導体検出器、該検出器による検出信号を積算するプリアンプ、及び、
該プリアンプの出力信号が所定電圧に達したことを検知して該プリアンプの出力をリセッ
トするリセット回路、を含む検出部により階段状信号を生成するＸ線分析装置において、
　a)前記リセット回路によるリセットの発生の時間間隔を検出し、該時間間隔が所定時間
以上に長いか否かを判定する判定手段と、
　b)前記判定手段により前記時間間隔が所定時間以上である場合に分析可能であることを
使用者に報知する報知手段と、
　を備えることを特徴とするＸ線分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線分析装置であって、前記判定手段は、当該装置の起動時から規定
時間内に前記時間間隔が所定時間以上に達したと判定されないことを検出し、その検出時
に前記報知手段は当該装置の異常に関する報知を行うことを特徴とするＸ線分析装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＸ線分析装置に関し、さらに詳しくは、Ｘ線検出器として半導体検出器を用い
たエネルギー分散型のＸ線分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光Ｘ線分析装置は、固体試料、粉体試料、又は液体試料に１次Ｘ線を照射し、その１
次Ｘ線により励起されて放出される蛍光Ｘ線を検出することによって、その試料に含まれ
る元素の定性分析や定量分析を行うものである。この蛍光Ｘ線分析装置は、波長分散型（
ＷＤＳ）とエネルギー分散型（ＥＤＳ）の２つに大別される。波長分散型蛍光Ｘ線分析装
置は、分光結晶とスリットとを組み合わせたＸ線分光器により特定波長の蛍光Ｘ線を選別
した上で検出器で検出する構成を有する。
【０００３】
　一方、エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置は、上記波長選別を行わずに蛍光Ｘ線を直接
、半導体検出器などで検出し、その後に検出信号をエネルギー（つまり波長）毎に分離す
る処理を行う構成を有する。蛍光Ｘ線スペクトルを得る場合、波長分散型では波長走査を
行う必要があるのに対し、エネルギー分散型では多数の波長の情報が同時に得られるため
、短時間で蛍光Ｘ線スペクトルを取得できるという特徴を有する。
【０００４】
　図４は、例えば特許文献１などに開示されているエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置の
概略構成図である。Ｘ線照射部１から発せられた１次Ｘ線が試料２に当たると、１次Ｘ線
により励起された蛍光Ｘ線が試料２より放出され、半導体検出器３に入射して電流信号と
して検出される。検出器３の出力電流はプリアンプ４により積分されて電圧信号に変換さ
れ、その積分電圧が閾値電圧を超えるとリセットされる。これにより、プリアンプ４の出
力信号は図４中に示すような階段状の電圧パルス信号となる。この信号の各段の高さが試
料２に含まれる各元素のエネルギーつまり波長に対応している。この電圧パルス信号は波
形整形回路６を含む比例増幅器５に入力され、上記各階段の高さに応じた波高を持つ適当
な形状のパルスに成形されて出力される。
【０００５】
　Ａ／Ｄ変換器７はこのパルス波形状のアナログ信号を所定のサンプリング周期でサンプ
リングしてデジタル化し、マルチチャンネルアナライザ８はデジタル化されたパルス信号
の波高値に応じて各パルスを弁別した後にそれぞれ計数し、波高分布図（エネルギースペ
クトルヒストグラム）を作成してデータメモリ９に格納する。波高分布図では、分析対象
である試料中に含まれる元素から放出される蛍光Ｘ線のエネルギー値に対応する位置に各
元素固有のピークが現れる。データ処理部１０はこのピークの出現位置やそのＸ線強度値
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などに基づいて、含有元素の定性や定量を行う。
【０００６】
　上述のようにエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置では、Ｘ線検出器として例えばリチウ
ムドリフトＳｉ半導体検出器、マルチカソード検出器、Ｇｅ半導体検出器などの半導体検
出器が多く利用されているが、こうした検出器では、特に電源投入後に動作が安定するま
での期間に、リーク電流等に起因するノイズが比較的多く、動作が安定するまでに比較的
長い時間が掛かる。検出器のノイズが多いとノイズによる信号がプリアンプ４で積分され
、その影響により、Ｘ線スペクトル上では或る元素のＸ線スペクトルが本来のエネルギー
位置に出現しないエネルギーずれを引き起こす（図３（ａ）参照）。
【０００７】
　上記のような電源投入直後の検出器の不安定性を回避するために、従来、検出器の動作
が安定するまでの時間を見込んだ待機時間（例えば３０分）だけ待ってから分析を実行す
るようにしている。しかしながら、検出器が安定するまでに要する時間は、使用する検出
器の種類のみならず、検出器とプリアンプとの組み合わせによっても変わる。また、検出
器の使用状態（使用回数や使用期間など）などによっても変わる。そのため、上記待機時
間は一般的な検出器が十分に安定するまでに要する時間よりもかなり余裕をみて設定され
るため、使用者は分析を開始するまでに不必要に長い時間待たなければならず分析効率が
悪かった。一方、検出器の経時劣化が進んで検出器容器内の真空度が大きく低下している
ような場合には、所定の待機時間を経過しても検出器が完全に安定しない場合もあったが
、従来は、そうした不安定状態でも分析を実行してしまい正確性を欠くデータを収集する
というおそれもあった。
【０００８】
【特許文献１】特開平10-318946号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的とするところは、検
出器が安定するまでの不必要な待機時間をできるだけ短縮するとともに、確実に検出器が
安定した状態で分析を実行することができるＸ線分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために成された本発明は、Ｘ線を検出する半導体検出器、該検出器
による検出信号を積算するプリアンプ、及び、該プリアンプの出力信号が所定電圧に達し
たことを検知して該プリアンプの出力をリセットするリセット回路、を含む検出部により
階段状信号を生成するＸ線分析装置において、
　a)前記リセット回路によるリセットの発生の時間間隔を検出し、該時間間隔が所定時間
以上に長いか否かを判定する判定手段と、
　b)前記判定手段により前記時間間隔が所定時間以上である場合に分析可能であることを
使用者に報知する報知手段と、
　を備えることを特徴としている。
【００１１】
　上記判定手段の判定基準である所定時間は、例えばＸ線スペクトル上でのスペクトルピ
ークのエネルギーずれがない、又はそのエネルギーずれが許容範囲に収まる程度に検出器
が安定した状態となることを考慮して予め決められる。
【００１２】
　例えば電源投入直後で検出器が不安定な状態である場合には、ノイズが多いためにプリ
アンプはノイズ信号を積算し、階段状信号波形の傾きは急である。そのため、プリアンプ
の出力がリセットされてから電圧が上昇して次のリセットが行われるまでの時間間隔は短
い。時間が経って検出器の状態が安定してくると、ノイズの発生等が減ってリセットの発
生の時間間隔は次第に延びる。電源投入直後から暫く時間が経過するまでは、リセット回
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路によるリセットの発生の時間間隔は上記所定時間よりも短いが、検出器が十分に安定し
た状態となると、リセットの発生の時間間隔は上記所定時間よりも長くなる。この判定結
果を判定手段から受けた報知手段は、それまでの分析不可（正確な分析が行えない状態で
あること）を示す報知から分析が可能になったことを知らせる報知に切り替える。それに
よって、使用者は分析が可能な状態になったことを知り、速やかに分析作業に取り掛かる
ことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るＸ線分析装置によれば、実際には検出器が安定状態になっているにも拘わ
らず分析を開始せずに待機しているような時間の無駄をなくすことができ、分析効率やス
ループットの向上を図ることができる。また逆に、検出器が未だ不安的な状態にあるとき
に誤って分析を実行してしまうことを防止でき、無効な分析データの取得を回避すること
ができる。また、検出器の種類や検出器とプリアンプとの組合せなど、検出器の起動から
安定状態なるまでに要する時間の長短に影響を与える要素がある場合でも、使用者はそう
した要素を何ら気にすることなく、常に正確に無駄なく分析開始のタイミングを知ること
ができる。
【００１４】
　但し、例えば検出器の経時劣化が甚だしい等の理由により、起動からいくら時間が経っ
ても検出器が十分な安定状態に達しない場合があり得る。そこで、本発明に係るＸ線分析
装置の一態様として、前記判定手段は、当該装置の起動時から規定時間内に前記時間間隔
が所定時間以上に達したと判定されないことを検出し、その検出時に前記報知手段は当該
装置の異常に関する報知を行う構成とするとよい。
【００１５】
　この構成では、起動から或る程度の時間が経っても検出器が十分な精度の測定が行える
ような状態にならない場合に、報知手段はこれを使用者に知らせる。したがって、使用者
は精度を欠くデータの収集を行うことなく、装置の修理や部品交換などの適切な処置を迅
速にとることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係るＸ線分析装置の一実施例について図１～図３を参照して説明する。
図１は本実施例のＸ線分析装置の検出部の概略回路構成図、図２はこの検出部の主要な動
作を説明するための波形図の一例、図３は本実施例のＸ線分析装置で取得されるＸ線スペ
クトルの一例である。
【００１７】
　図１において、例えばリチウムドリフトＳｉ検出器などの半導体検出器３の検出信号を
受けるプリアンプ４は、電流－電圧変換と積分（積算）を兼ねたコンデンサ４１と、コン
デンサ４１の両端を短絡させて出力電圧ＶＯＵＴをリセットするリセットスイッチ４２と
を含む。出力電圧ＶＯＵＴは前述のように図１では図示しない比例増幅器（図４中の比例
増幅器５）に入力されるとともに、リセット回路を構成するコンパレータ４３に入力され
、コンパレータ４３はこの出力電圧ＶＯＵＴと基準電圧Ｖｒｅｆとを比較し、前者が後者
を超えるとリセットパルスＲＳＴを出力する。このリセットパルスＲＳＴがリセットスイ
ッチ４２をオンさせる。
【００１８】
　リセットパルスＲＳＴはパルス間隔測定部１１にも入力され、ここで時間的に隣接する
２つのリセットパルスＲＳＴの時間間隔ｔが計測される。得られた結果は判定部１２で所
定の閾値ｔ１と比較され、計測された時間間隔ｔが閾値ｔ１よりも長くなったならば、検
出器３の動作が安定状態になったことを示す信号が表示部１３に与えられ、表示部１３は
これに応じた表示を実行する。
【００１９】
　パルス間隔測定部１１及び判定部１２はハードウエア回路により具現化することも可能
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であるし、マイクロコンピュータを用いてソフトウエア的に具現化することもできる。例
えばハードウエア回路で実現する場合には、隣接する２つのリセットパルスＲＳＴの間隔
を高い周波数のクロック信号で計数することでパルス数に変換し、そのパルス数が閾値（
時間的な閾値ｔ１をパルス数に換算した値）以上であるか否かをカウンタ等を含む回路を
用いて判定することで時間間隔ｔが閾値ｔ１以上であるか否かを判定することができる。
一方、マイクロコンピュータを用いる場合には、リセットパルスＲＳＴ（場合によっては
整形したパルス）をマイクロコンピュータに直接入力し、タイマ機能を利用して時間間隔
を計測し、その計測値が閾値ｔ１以上であるか否かを判定すればよい。
【００２０】
　本装置の電源投入直後、つまり起動直後においては、半導体検出器３でのリーク電流な
どに起因するノイズが多いために、出力電圧ＶＯＵＴは図２（ａ）に示すように傾斜が急
な階段状の電圧パルス信号となる。したがって、リセットパルスＲＳＴの時間間隔ｔ＝Ｒ
Ｔは非常に短い。こうした状態では、図３（ａ）に示すように、Ｘ線スペクトル上に現れ
る各元素に対応したスペクトルピークは本来のエネルギー位置からずれた位置に出現する
。また、そのエネルギーずれ量も必ずしも一定しない。そのため、こうしたＸ線スペクト
ルを用いても正確な定性は不可能である。
【００２１】
　このとき、パルス間隔測定部１１で計測された時間間隔ＲＴは所定の閾値ｔ１以下であ
ると判定部１２で判定され、表示部１３は分析不能又は検出器が不安定状態であることを
示す表示を行う。装置の起動時点から時間が経過して半導体検出器３のノイズが減少する
に伴い、出力電圧ＶＯＵＴの傾斜は緩やかになり、リセットパルスＲＳＴの時間間隔ｔも
徐々に長くなる。そして、起動から或る程度の時間が経過した時点では図２（ｂ）に示す
ように出力電圧ＶＯＵＴの傾斜はかなり緩やかになり、リセットパルスＲＳＴの時間間隔
ｔ＝ＲＥは十分に長い状態となる。
【００２２】
　Ｘ線スペクトルでみると、起動時から時間が経過するに伴いエネルギーずれは縮小して
ゆき、図３（ｂ）に示すように、各元素に対応したスペクトルピークが本来のエネルギー
位置に出現するようになる。そこで、このようなＸ線スペクトル上での各スペクトルピー
クのエネルギーずれがなくなった又は許容範囲内に収まったときに安定状態になったとみ
なすようにし、このときの時間間隔ｔを閾値ｔ１として予め判定部１２に設定しておくよ
うにする。こうした閾値ｔ１は予め実験的に求めておくことができる。
【００２３】
　起動から時間が経って半導体検出器３が十分に安定な状態になると、リセットパルスＲ
ＳＴの時間間隔ｔが閾値ｔ１を超えるから、これを検知した判定部１２から表示部１３に
指示が与えられ、表示部１３は分析不能状態から分析可能状態であることを知らせる表示
に切り替える。この表示の切り替わりにより、使用者は分析が可能になったことを認識し
、分析を開始することができる。
【００２４】
　一方、判定部１２は、起動開始からの経過時間が予め設定された別の閾値ｔ２に達した
か否かを繰り返し判定し、上述のようにリセットパルスＲＳＴの時間間隔ｔが閾値ｔ１を
超える前に経過時間が閾値ｔ２に達してしまった場合には、異常であることを示す信号を
表示部１３へ送る。閾値ｔ２は、標準的な半導体検出器が安定状態に達するまでに要する
時間の平均値、などに応じて適宜に決められる。異常信号を受けた表示部１３は異常報知
を行い、使用者はこれを見て、例えば装置の保守サービス担当者に連絡する等の適宜の対
応をとることができる。
【００２５】
　なお、上記実施例は一例であって、本発明の趣旨の範囲で適宜変形や修正、追加を行っ
ても本願特許請求の範囲に包含されることは明らかである。例えば、上記実施例において
、半導体検出器の種類は特に問わない。また、リセットパルスＲＳＴの時間間隔の判定を
行う代わりに、リセットパルスＲＳＴの周波数を計測してこれを判定してもよい。また、
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本発明は蛍光Ｘ線分析装置のみならず、Ｘ線を検出する、他の様々なＸ線分析装置に適用
できることは当然である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施例であるＸ線分析装置の検出部の概略回路構成図。
【図２】図１に示した検出部の主要な動作を説明するための波形図の一例。
【図３】本実施例のＸ線分析装置で取得されるＸ線スペクトルの一例。
【図４】一般的なエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置の概略構成図。
【符号の説明】
【００２７】
１…Ｘ線照射部
２…試料
３…半導体検出器
４…プリアンプ
　４１…コンデンサ
　４２…リセットスイッチ
　４３…コンパレータ
５…比例増幅器
６…波形整形回路
７…Ａ／Ｄ変換器
８…マルチチャンネルアナライザ
９…データメモリ
１０…データ処理部
１１…パルス間隔測定部
１２…判定部
１３…表示部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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